
地域新電力会社の設立について

―宮市環境部環境政策課

令和 4年 11月 8日 (火 )

一宮市では、環境センターのごみ焼却発電による電気の供給等を行うことに

より、「二酸化炭素排出量の削減」、「エネルギーの地産地消」、「資金の域内循環」

を進め、得られる収益等を活用して地域の課題解決に取り組む「地域新電力会社」

を設立します。

地域新電力会社を設立するにあたりt地域新電力会社の事業運営を中心とな

つて担うパートナー事業者を公募し、東邦瓦斯株式会社を代表事業者とするコ

ンソーシアム (共同企業体)が優先交渉権者に決定しました。

1,国の動向

●カーボンニュー トラル宣言 【令和 2年 10月宣言】

2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボ

ン三ュー トラルを目指すことを宣言しました。

「排出を全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとする

温室効果ガスの人為的な「排出量」から、植林、森林管理などによる

「吸収量」を差 し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しま

す。

●地域脱炭素□― ドマップ 【令和 3年 6月発表】

政府及び自治体の建築物及び土地では、2030年には設置可能な建

築物等の約 50%に太陽光発電設備の導入、2040年には 100%の導入

を目指 しています。



2.地域新電力会社とは

地域内の公共施設や民間企業、家庭に電力を供給する電力会社を「地域新

電力会社」といい、そのなかで特に自治体が出資するものを「自治体新電力」

といいます。

●自治体新電力の設立状況

全国 79(うち東海地方 4) (令和 4年 3月 時点)※ 協定締結の自治体も含む

名称 設立年月 電力供給開始

松阪新電力い 平成 29 年 11 月 平成 30 年  3 月

は)岡崎さくら電力 令和  2 年  3 月 令和  2 年  7 月

穂の国とよはし電力い 令和  2 年 10 月 令和  3 年  2 月

恵那電力い 令和  3年  4月 令和  4 年1 4 月

3.一宮市の環境に関する計画

●第 2次一宮市環境基本計画 【平成 26年 3月策定】

環境の保全及び創造に関する施策を推進するために策定するもので

あり、「いちのみや気候変動対策アクシ∃ンプラン 2030」 等の環境分

野の個別計画における施策に方向性を与えるものです。

●目指すべき環境像

毎日が暮らしやすく、住みやすい環境である一宮市

●「目指すべき環境像」を実現するための 5つの基本方針を設定

基本方針 1「安全で快適な生活環境」の保全を目指 して

基本方針 2「自然共生社会」の実現を目指 して

基本方針 3「循環型社会」の実現を目指 して

基本方針 4「地球温暖化防止 (低炭素社会 )」 の実現を目指して

基本方針 5「運携・協働社会」の実現を目指して
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●いちのみや気候変動対策アクションプラン 2030【令和 2年 3月策定】

地球温暖化対策を今まで以上に強力に推進するため、平成 24年 4月

策定の「一宮市地球温暖化対策実行計画 (区域施策編 )」 に、気候変動

適応法に基づ く地域気候変動適応計画としての要素を追加 しました。

●削減目標

●計画目標 :2030年度の温室効果ガス排出量を 2013年度比で

26%削減

●長期目標 :2050年度の温室効果ガス排出量を 2013年度比で

80%削減

●地球温暖化の対策

●緩 和 策 :地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を削

減するための取組

【例】節電、省エネ、ごみの減量等

●適 応 策 :将来予想される、 または既に現れている気候変動の

影響に対 して行う取組

【例】熱中症対策、防災対策等

4.地域新電力会社の概要

地域新電力会社の事業運営を中心となつて担うパー トナー事業者を公募

型プロポーザル方式によって選定し、パー トナー事業者と市の共同出資に

より地域新電力会社を設立します。パー トナー事業者は、小売電気事業の実

施及び地域還元事業を市と共に検討・企画します。

●設立目的

①二酸化炭素排出量の削減

②エネルギーの地産地消

③資金の域内循環
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●電力の調達先

●環境センターのごみ焼却発電による電力  【C02の排出なし】

●市内の再生可能エネルギーによる電力   【C02の排出なし】

●市外の再生可能エネルギーによる電力   【C02の排出なし】

●その他の電力  【非化石証書の活用により、C02の排出なし】

※リト化:石言正書

再生可能エネルギーなど非化石電源で発電された電気から、

「環境的な価値」を切り離して証書化したものです。「環境的

な価値」とは、発電時に二酸化炭素を排出しない、という点を

指します。

●電力の供給先

●公共施設 【順次拡大】

●地域新電力会社の取組 (エネルギーの地産地消を通じた二酸化炭素

排出量の削減、市の課題解決等)に賛同する民間事業者 【検討中】

●目指す姿

●脱炭素化のシンボル

●課題解決の取組の主体

●資本金 `資本構成

●資 本 金 :1億円

●出資比率 :一宮市 51%【取締役を派遣予定】

その他 49%
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●地域還元事業の例

●公共施設への太陽光発電設備の設置

【効果】二酸化炭素排出量の削減

電カコス トの削減

災害時のエネルギー供給

※公共施設への太陽光発電設備の導入に向け、公共施設における

日射量、屋根・土地形状等を把握する調査を国の補助金を活用 し、

現在、行つています。

●環境学習

●市への寄付

【イメージ図】
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5,新電力事業の効果 【詳細については、別紙参照】

●再生可能エネルギーによる電気の増加

↓

二酸化炭素排出量の削減

●エネルギーの地産地消

↓

資金の域内循環

6.主なスケジュール

●令和 4年度下半期 会社設立

●令和 5年度上半期 事業開始

7.ま とめ

●地域新電力会社は脱炭素社会の実現に向けた市の「脱炭素化のシンボル」

●事業から得られた収益を活用 し、地域の課題解決 |

●地域から愛される「地域のエネルギー会社」の設立
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